飲料用自動販売機設置事業者募集要項（市立小樽文学館・美術館用）

市立小樽文学館・美術館では、下記物件に設置する飲料用自動販売機の設置事業者（１事業者）を募集します。
今回の募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、必ず現地を確認し、次の事項を御承知の上、お申し込みください。

１　募集する物件
(1)  物件一覧　
	物件番号
	所在地
	貸付面積
	販売品目
	最低貸付価格
(貸付期間総額)
	売上参考
(R6.4～R7.3売上額)

	２
	市立小樽文学館･美術館敷地
小樽市色内１丁目１２０番地
	１．４４㎡
	清涼飲料水
(ペットボトル・缶飲料)
	54,000円
（年額18,000円×３か年）
	約244,800円


※自販機の設置台数は、各物件番号につき１台とします。
※貸付面積には、土台、土台の足、電源接続部分及び放熱スペースを含みます。
※売上参考は参考数値であり、今後における売上等を保証するものではありません。
(2) 物件の名称
　上記「物件一覧」の物件番号を募集します。
　　※すでに決定した物件番号１の事業者は応募することはできません。これは、自動販売機を異なる事業者に決定することで、施設利用者の利便性に配慮するものです。
(3) 貸付期間
設置決定から令和１１年３月３１日まで（最長３年間）とします。
※貸付満了後の更新は行わないこととします。
(4) 貸付料
見積もった価格とします。
(5) 貸付物件の仕様等
別添仕様書のとおりです。

２　応募資格要件
次の要件を全て満たす法人又は個人に限り応募することができます。
(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第１
項及び第２項の規定に該当しないこと。
(2) 申込みをした日から決定の日までの間、小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けてないこと。
(3) 公共の安全及び福祉を脅かす恐れがある団体、又はその団体に属する者でないこと。
(4) 小樽市税、消費税及び地方消費税の未納がないこと。
(5) 法人にあっては北海道内に本店、支店、営業所又は事務所を有し、個人にあっては小樽市内で事業を営んでいること。
(6) 自動販売機の設置業務において、３年以上の実績を有し、かつ、過去２年間（令和６年１月１日～令和７年１２月３１日まで）に、国又は地方公共団体と２回以上の同種の契約実績を有していること。

３　応募申込手続
(1)  見積書、その他資格を証する関係書類等の提出
この募集に参加を希望される方は、見積書の提出、並びに応募資格要件を全て満たしているか審査を行うための見積合わせ参加資格審査申請書（兼参加申込書）及び資格を証する関係書類も併せて提出してください。
1 　申請期間
随時（市立小樽文学館･美術館の休館日を除く毎日午前９時３０分から午後５時００分まで）
②　提出方法
持参又は郵送により提出してください。
郵送により提出する場合は、特定記録郵便等の引受記録が残るものとし、「自販機公募参加資格申込書在中」と表記の上、連絡先及び担当者名を明記し、封筒に入れ密封してください。
③　提出先
名　称　　　市立小樽文学館・美術館　
所在地　　　〒047-0031　小樽市色内１丁目９番５号
④　提出書類
  別紙一覧のとおり
　　
４　設置事業者の決定
(1) 決定方法
①  応募資格を全て満たしていると認められ、有効な見積書を提出した者であって、小樽市が定めた予定価格以上で、最高の価格をもって見積もった者を契約の相手方とします。
2 契約の相手方となるべき価格で見積書を提出した者が同日に２人以上いる場合、持ち込みの
場合は先着した方を決定します。郵送の場合はくじ引きにより契約の相手方を決定します。
なお、くじ引きは当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(2) 契約書の作成
設置事業者に決定した者は、小樽市と自動販売機の設置に係る土地賃貸借契約を締結します。
(3) 契約保証金　
免除します。

５　その他
(1) 事情により見積書等の提出期限を変更し、又はやむを得ない事情により公募を延期又は取りやめる場合があります。
(2) 提出された書類等に記載された情報は、この事務にのみ使用します。
(3) 見積合わせにおいて、２に規定する資格を有しない者のした見積書の提出及びこの要項に定め
る募集に関する条件に違反した見積書の提出は、無効とします。

６　募集に関する提出及び問合せ先
市立小樽文学館・美術館
ＴＥＬ：０１３４-３４-００３５
ＦＡＸ：０１３４-３２-２３８８
E-mail：bungaku-kan@city.otaru.lg.jp 
担当：獅々堀・板垣




















（別紙）
提　出　書　類　一　覧

	提出書類（各１部）
	法人
	個人
	備　　考

	見積書
　※様式あり（提出要件が具備されていれば有効）
	○
	○
	見積書記載金額は、貸付期間中の貸付料の総額を記載することとし、消費税及び地方消費税を含めた金額

	見積合わせ参加資格申請書（兼参加申込書）
　※様式を使用すること
	○
	○
	

	法人登記簿謄本又は登記事項証明書（写し可）
	○
	
	法務局発行のもので、発行後３か月以内のもの

	身分証明書(写し可）
	
	○
	代表者の本籍地の市区町村発行のもので、発行後３か月以内のもの

	住民票
	
	○
	発行後３か月以内のもの

	小樽市税に滞納がないことの証明書（原本）
	○
	○
	小樽市が発行するもので、発行後３か月以内のもの（法人で、小樽市に納税義務がない場合は、道税事務所が発行するもの）

	消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書（原本）
	○
	○
	税務署が発行するもので、発行後３か月以内のもの

	過去２年間で国又は地方公共団体と２回以上の同種の契約実績を証明する書類
	○
	○
	自販機設置に係る契約書、官公庁の使用許可書の写し等

	暴力団員又は暴力団事業者に該当しない者であることの誓約書
　※様式を使用すること
	○
	○
	会社の代表者が誓約したものでなければなり　
りません。支社長等代理人の名称で誓約することはできません。

	委任状
	○
	
	※様式に準じて作成すること


　　※複数の物件に申込みする場合、見積書は各1部の提出としますが、その他の提出書類の部数は1部とします。
※提出書類は返却いたしませんので、御了承願います。
※小樽市が必要と判断した場合には、上記のほかに追加資料を提出していただくことがあります。

